
【参考】高知県福祉・介護職員処遇改善等支援交付金 フローチャート

（留意事項）
・いずれの場合でも、交付金の支払時期に差があるのみで、事業者への算定額には影響ありません。
・実績報告書の提出時点で本交付金の要件（賃金改善等）を満たしていない場合、既に支払われた交付金の返還が必要となります。
・申請は法人単位で提出いただくようお願いします。

【別添２－１】

令和７年12月の
サービス提供

提供している

提供していない
（または）

R7.12月のサービス提供分が
他の平常月と比較して著しく低い

令和７年度中（R8.3.31まで）に
事業者が職員の賃金改善等を実施

【パターン③】
R8.1～3月に新規開設又は
R7.12月のサービス提供分
が他の平常月と比較して著

しく低い事業者

【パターン①】

【パターン②】

可能

困難

別添２－２で
スケジュールを

確認


